
宮崎学園短期大学 学費分納制度について 
 

新型コロナウイルス感染症の影響等を受け、経済的に厳しい受験生の皆さまや本学の在学生の

皆さまが、本学での学びを安心して継続していただくことを目的としています。 
 申請の要件、納付期限等を示しておりますので、ご一読いただき、ご利用いただきますようご

案内申し上げます。 
 
 
◇ 前期・後期学費分納制度 
 １ 分納申請の要件 
   学費を負担する者が、次のいずれかに該当する場合 
    ⑴ 市町村民税の均等割のみを課されている者で、納入期限までに学費を納入すること

が困難な場合 
    ⑵ 不慮の災害又は疾病等により納入期限までに授業料等を納入することが困難な場合 
    ⑶ その他やむを得ない特別な事情があり、納入期限までに学費を納入することが困難

な場合 
   注：高等教育修学資金（給付型）及び保育士修学資金の対象者は該当しません。 
 
 ２ 分納納付期限 

１ 回 目 ２ 回 目 ３ 回 目 ４ 回 目 

４月２０日 ７月２０日 １０月２０日  １月２０日 

※前期の最終期限（７月２０日）及び後期の最終期限（１月２０日）までに完納できなかった

場合は、前期試験及び後期試験の受験はできなくなり、卒業(２年生)または次学期の正規履修

登録(１年生)はできなくなります。 
 
 ３ 申請方法 
   ⑴ 別紙申請書の提出 
   ⑵ 受付期間 ※土・日・祝日を除く 

 前期： ３ 月 １ 日 ～ ３ 月３１日 
 後期： ９ 月 １ 日 ～ ９ 月２０日 

   ⑶ 受付時間   午前８時３０分 ～ 午後５時 
   ⑷ 受付方法   宮崎学園短期大学 総務部総務課窓口に提出 または 郵送 
     ※郵送による提出について 
     ・配達記録が残る方法（簡易書留またはレターパック）で郵送。 
     ・郵送の期日は、前期３月３１日消印有効、後期９月２０日消印有効。 
     ・提出に不備がある場合は、総務課（0985-85-0146）から電話。 
      指定する期日までに書類等を提出。 
     ・書類の受理後は、「受理票」を返送。結果通知が届くまで手元に保管。 
 


